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平成 28年 1 月に北九州市が「国家戦略特区」に指定されたことを契機に、このたび北九州市と福岡県信用保証

協会は、連携して本市での創業支援等の中小・小規模企業者の振興を推し進めていくため、業務連携・協力に関

する覚書を締結しました。この覚書締結に基づく連携業務の第１弾として、市の中小企業融資制度である「開業

支援資金」を利用する際に、これまで利用者が負担していた保証料を市と保証協会が折半して負担します。これ

により利用者の保証料負担がなくなり、創業時の資金調達がこれまでよりも有利になります。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：下川、北野、大羽 TEL：093-873-1433

【保証料とは】

信用保証協会が金融機関に対して中小企業の債務を保証する「信

用保証」の対価として、利用者が負担するもの。

【保証料の利用者負担額】

融資借入額（返済期間） 現行（0.75％） 今後（0％）

300万円（ 5年）     61,875円

0円500万円（ 8年）    165,000円

   1,000万円（10年）    412,500円現在 今後

【利用者負担イメージ】

◆ 変更内容

（１）保証料 現行 ０．７５％ ⇒ 今後 ０％ （※ただし初回利用時のみ）

（２）開始日 平成２８年７月１日（※保証協会受付分から適用）

（３）申込先 北九州市中小企業振興課、北九州商工会議所（本所、サービスセンター）、

市制度融資取扱金融機関（１５行）

申込対象者

融資条件

限度額

（万円）

期間

(据置期間) 
金利 保証料率 保証人 担保

返済

方法

具体的な事業計画を持ち、事業に必要な資金の１/２以上

の自己資金を有する方

3,000
10 年以内

(24月以内) 

1.30％

又は

1.40％

0.00％
但し、初回

利用の場合

のみ

２回目以降

は、

０.３６～

１.３８％

原則として

法人は

代表者

個人事業主は

不要

事業を営んでいなかった個人が、個人又は会社で創業し

て５年未満の方

県内の会社であって、現在の事業を継続しつつ、新たに

市内で会社を設立される方、または分社化した会社で設

立して５年未満の方

特定創業支援事業を受け、市区町村の証明を得た方

具体的な事業計画を持ち、事業に必要な資金の１/３以上

の資金（自己資金であることを問わない）が準備できる方

【女性・若者・シニア特別枠】

女性及び３５歳未満又は５５歳以上の男性で具体的な事

業計画を持ち、事業に必要な資金の１/10以上の資金（自

己資金であることを問わない）が準備できる方

開業支援資金融資条件（平成２８年７月１日～）

北九州空港開港10周年
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補助の対象となる経費

お申し込みいただくための要件

①賃借料 年間賃借料の 50％（限度額 75 万円／年）

②改装料 開業時の改装費の 50％（限度額 75 万円）

※①か②のいずれか一つを出店者が選択できます。

以下の要件を全て満たす必要があります。

◆市が指定する商店街等 25 地区のいずれかで営業

◆３ヶ月以上賃借されていない物件を活用

◆昼間の営業（12～13 時を含む３時間以上）を行う小売業

とサービス業（※事務所等は対象外）
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